会則上の確認事項
２０１０~２０１１年度

３３５―Ａ地区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会則委員長　　田中　充

１、名称等の文言の正しい表記。

　　①　「新入会員」の文言はありません。正しくは「新会員」

　　②　正式な文書・公式な文書の場合、「ＲＣ」「ＺＣ」について、「リジョン・チェアパーソン」「ゾーン・チェアパーソン」、同じく「ＬＴ」「ＴＴ」も同様に正式文言・呼称で使用下さい。
　　③　「アクト」「ＡＣＴ」と使用していますが、正しく「アクティビティ」と表記、又呼称するようにして下さい。
　　④　公式な文書の場合、略語を使用しないことが望ましい。
２、例会出席とメーク・アップの関係

　　①　クラブ付則弟１条８項

　　　　年間皆出席賞は、１２ケ月間本クラブの定例例会に出席しているか、又は例会欠席したときは規則に従ってメーク・アップをした会員に与えられる。例会当日１３日前に出席メーク・アップ活用した場合は例会当日実出席者となる。また以後１３日の間に活用した場合は出席とみなす。
2 出席メーク・アップ規則
ライオンズ必携５０版Ｐ１３３に記載。

1999年3月「複合地区会則委員会統一見解」に文言解釈参照。Ｐ７９
　　③　例会出席率に関しては「例会出席率の計算方法とメーク・アップについて」を参照下さい。
３、会員種類の制限の厳守。
実質的な会員数（Total Actual Membership）とは、総会員数です。

名誉会員は実質的会員数の５％までとする。

　賛助会員は実質的会員数の２５％までとする。

　各クラブにおいて会員種を検索し、会員の義務と権利を確認の上クラブ運営活性化を推進して下さい。

４、例会・理事会：クラブ付則第５条１項・３項
　　①　理事会の定例会合は理事会の決定する日時・場所で開かれる。

　　　　少なくとも月１回は会議を開くよう推奨されている。開会・閉会時間の厳守。定足数の厳守。　　　　　　

2  クラブの例会は、理事会によって推薦され、クラブで承認された日時・  

場所で開かれる。
　　　　少なくとも月２回は例会を開くよう推奨されている。開会・閉会時間の厳守。定足数の厳守。
③　用語解説「例会」

　　クラブは一定の日時を決めて定例会を開かなくてはならない。日本の各クラブでは毎月２回例会を開いている。例会出席は会員の基本的義務の１ツである。
④　ライオンズ必携第４１版（現在第５０版）までは「毎月少なくとも２回定期的に例会を開く」。第４２版（２００２～０３）において例会・理事会はクラブ付則第５条１項・３項で「月２回は例会を開くよう推奨されている」変更。

⑤　「月２回は例会を開くよう推奨」の文言に対して２００２~０３年度３３５複合地区会則委員会は、「月２回は例会を開催する」３３５複合地区統一見解。３３５－Ａ地区：第４回キャビネット会議、承認。

　　理事会は月１回以上開催する。

⑥　例会並びに理事会開催日は、準備理事会時に年度方針として年間日程表（日時・場所）計画し、理事会・例会の承認の上を実施する。
　　⑦　準備理事会は、次期役員が選出されると次期会長は速やかに開き、１年間の計画を立て、次年度のクラブ運営方針等を討議・仮決議承認をし、その仮決議事項を第１回理事会に（年度は７月１日～翌６月３０日）おいて正式に採択する。
５、会員カード（オフィシャル・メンバーシップ・カード）について。
　　①　会員カードは公式にライオンズクラブ会員であることを証明するもの。

　　　　で、又クラブ会員の身分証明書である。又クラブ会員の身分を１年間保証する意味で発行する
　　②　以前は（2007年5月）日本事務所から送付されていたが、現在はＷＭＭＲサイトからプリントアウトし、クラブ幹事は年度初めに１年間の身分を保証する意味で署名発行する。

3  会員は常に携帯する重要なものは、ライオンピン・ライオンズ必携・ 会　　 

員カードである。

６、クラブ組織について。

　　①　クラブ役員（クラブ会則第７条１項）

　　　　会長、前会長、副会長（複数）、幹事、会計、ライオン・テーマ（設置は任意）テール・ツイスター（設置は任意）、会員理事、理事（１年理事・２年理事）とする。（必携Ｐ１３０参照）
　　　　会長職は、２期連続就任する事はクラブ会則第７条に反する事になり就任する事は出来ない。２期連続就任した場合、前会長職が不在となりクラブ会則第７条１項に反する。会長・前会長の兼任は出来ない。
　　②　委員会は運営委員会と事業委員会に区別し、それぞれに担当理事・委員長・委員を任命し組織を構成する事が望ましい。
７、会員理事

　　①　クラブの会員委員会は、選出された３年任期の３名によって構成される。会員委員会の人数をクラブ独自で決める事は出来ない。
　　②　毎年１名の委員が選ばれ、ローテーション・システムによって１年ずつ順に委員・副委員長・委員長を務め委員長は、会員理事としてクラブ組織（理事会）の構成員となる。会員理事はクラブ運営上・会員増強上重要な職務と職責を持つ。
3 その職務はライオンズ必携第３条６項参照。

（７）ゾーン・レベルの会員委員会の委員となる。

地区ガバナー、並びにゾーン・チェアパーソンがゾーン・レベルにお
いて会員増強・リテンションに関して必要とする場合、その組織の委

員となる。
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